
喜多方市水道事業経営戦略 

団  体  名 ： 福島県  喜多方市 

事  業  名 ： 喜多方市水道事業 

策  定  日 ： 平成 29 年３月 14 日 

計 画 期 間 ： 平成 29 年度～平成 38 年度 

    本経営戦略は、平成 26 年 8 月の総務省通知『公営企業の経営にあたっての留意事項について』及び平

成 28年 1月の総務省通知『「経営戦略」の策定推進について』において要請のあった中長期的な基本計画

である「経営戦略」の策定に適正に取り組み、計画的かつ合理的な経営を行うことにより収支の改善等を通

じた経営基盤の強化を図るため、喜多方市総合計画に基づく水道事業に係る諸政策を経営面から位置づ

けるために策定するものです。 

１ 事業概要 

⑴ 事業の現況 

① 給 水 

供用開始年月日 昭和 37 年８月１日 計画給水人口 45,015 人

法適（全部・財務） 

・非適の区分 

法適(全部) 

平成 18 年１月４日 

現在給水人口 43,677 人

有収水量密度 350.23 ㎥／ha

② 施 設 

水     源 □表流水，☑ダム ，☑伏流水，☑地下水，□受水，□その他 

施  設  数 
浄水場設置数 ５箇所

管 路 延 長 636.0 km 
配水池設置数 38 箇所

施 設 能 力 22,887 ㎥／日 施設利用率  67.9％ 

③ 料 金 

料 金 体 系 の  

概 要 ・考 え方  

 平成21年度の料金改定時に平成21年度～平成26年度における総括原価

を算定し、負担の公平が保たれるように決定しました。総括原価の中に資産維

持費として対象資産の 0.95％相当額を計上しました。 

 料金体系については、水道メーターの口径による「口径別料金体系」とし、口

径13mm及び20mmには、基本水量６m³を付与した。水量料金の単価は、使用

した水量に応じて３段階の逓増料金としています。 

料金改定年月日 

消費税のみの改定 

は含まない 

平成 21 年 10 月１日 
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料金表 

メーターの口径 基本料金（１月につき）（税込） 水道料金（１㎥当たり）（税込） 

13 ㎜、20 ㎜ 基本水量６㎥まで    1,728 円 

10 ㎥まで         75.6 円 

10 ㎥を超え 30 ㎥まで  216 円 

30 ㎥を超えるもの   259.2 円 

25 ㎜ 1,836 円 

30 ㎜ 2,700 円 

40 ㎜ 4,320 円 

50 ㎜ 7,560 円 

75 ㎜ 17,280 円 

100 ㎜ 31,320 円 

④ 組 織 

 課長１名、課長補佐２名、業務係３名、工務係５名、浄水係２名の合計 13 名により水道事業を行ってい

ます。  

⑵ これまでの主な経営健全化の取り組み 

平成 19 年度から３年間、公的資金補償金免除繰り上げ償還による借換債を行い、約 538 百万円の経

費を削減しました。 

また、平成 26 年度に簡易水道事業を水道事業に統合し、さらに平成 26 年度から水道料金等収納業

務委託を行い、組織体制を見直しました。これにより年間あたり約 4.7 百万円の経費を削減しました。 

⑶ 経営比較分析表を活用した現状分析（次頁経営比較分析表参照）       

総収支比率、経常収支比率とも 100％を上回っており、比較的良好といえます。また、累積欠損金が発

生していないので、全体的に健全な経営状況にあるといえます。流動化比率は高い状態ですが、老朽管

の更新等により留保資金が今後減少していくと考えられることから、投資計画を策定し資金不足とならな

い事業経営を行っております。 

  簡易水道等の統合により、給水原価は類似団体（※1）の平均値より高くなっていますが、供給単価を

上回っておりません。しかし、人口減少により給水収益が減少していくことが考えられるので、より一層の

経費節減が必要と考えられます。施設利用率は、簡易水道統合により類似団体平均値より高くなってお

り、統合による効果が現れていると考えられます。有収率については、類似団体より低い状態で管路の経

年化率は高くなってきており、計画的に老朽管の更新工事を行っていく必要があると考えられます。 
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（※1）水源別区分がダムを主とするもので人口３万人から５万人未満の有収量密度が全国平均未満の団体（日本水道協会） 
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２ 将来の事業環境 

⑴ 給水人口の予測 

本市の人口は、「喜多方市長期人口ビジョン」によると平成 32年度 46,183 人、平成 37年度は 43,503

人としているため、目標年次の平成 38 年度は 43,057 人としました。 

給水人口は、現在実施中の拡張工事が完了することにより平成 31 年度までに塩川町四奈川地区 190

人、平成35年度までに岩月町入田付地区236人の加入を見込んでおり、平成38年度には38,750人に

なると予測しています。 

⑵ 水需要の予測 

 平成 27 年度決算では１人１日有収水量は約 263L であるが、近年増加しており、今後もしばらくは増加

傾向が見込まれることから、平成 38 年度は類似団体の平均の 269L／人・日としました。 

⑶ 料金収入の見通し 

 給水人口の見込み、水需要の予測から平成 38 年度の給水収益は約 842 百万円になると考えられ、平

成 27年度決算に対し 90.7％となる見込みであります。 

※給水収益の算出に用いた供給単価は 221.47 円（平成 23 年度～平成 27 年度の平均値）を用いています。 

⑷ 施設の見通し 

平成 25 年度から平成 30年度にかけて熱塩浄水場の大規模更新工事を予定しています。 

なお、老朽管は平成 27 年度時点では 87.5 ㎞と全体の 13.8％となっています。今後も増加傾向にある

ことから計画的に老朽管の更新を行います。 

⑸ 組織の見直し 

 平成 26 年度に５簡易水道と１専用水道を上水道事業に統合し、水道料金等収納業務を民間委託した

ことにより組織体制を見直しましたが、今後も常に効率的な組織体制の構築に努めていきます。 

３ 経営の基本方針 

 人口減少に伴う収入減の傾向が続いていますが、水道事業の基本である水道料金の収納と滞納整理

を進め、水道普及率の向上による財源確保に努めます。さらに、経費削減のため有収率の向上に努め、

民間委託についても今後も検討をしていきます。 

また、高度経済成長期に整備した多くの施設で老朽化が進んでおり、施設の更新には多大な費用が

必要となると見込まれます。このため、水道施設等の計画的な更新を進め、施設等の健全性を維持して

いくために、アセットマネジメント（※2）を早期に策定し、投資の平準化を図り資金不足を起こさないよう計

画的な建設改良工事を行っていきます。 

水道料金については、喜多方市水道事業経営等審議会による平成 25年 8月 27日の「水道事業経営

等に関する答申」のとおり、平成 30 年度まで現行の料金を維持することとし、その後も消費税改正等を除

いた現行料金の維持ができるよう経営努力をしていきます。 

これらにより、平成 38 年度までに水道普及率と有収率の目標を 90％とし「安全・安心で低廉な水道水

の供給」の実現をしていきます。

４ 投資・財政計画(収支計画) 

⑴ 投資・財政計画(収支計画) ： 別紙 様式第２号のとおり 
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（※2）アセットマネジメント：水道事業が保有する施設（管路を含む）の状態・健全度を適切に診断・評価し、中長期の更新需 
要見通しを検討するとともに、財政収支の見通しを踏まえた更新財源の確保と更新費用の平準化を講じるための策定業務 
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⑵ 投資・財政計画(収支計画）の策定にあたっての説明 

① 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

1.営業費用 

（1）職員給与費 

喜多方市職員の平均給与に現在の職員の人数により算出しました。退職給付費についても同様

に平均給与と平均勤続年数により算出し計上しました。 

（2）経費 

ア 動力費 

有収水量及び配水量の減少分を計算し物価上昇率２％で算出し計上しました。 

イ 修繕費 

過去の実績により算出し計上しました。 

    ウ その他 

     ・ 光熱水費は物価上昇率２％で算出し計上しました。 

     ・ 薬品費は有収水量及び配水量の減少分を計算し物価上昇率２％で算出し計上しました。 

     ・ 通信運搬費については実績に基づき算出し計上しました。 

     ・ 日中幹線用水路共同施設及び日中ダム管理橋補強工事については「国営かんがい排水事

業会津北部地区事業推進連絡会」において決定した割合で各年度に負担金として計上しまし

た。 

 ・ 上記以外の経費及び特別損失については平成 29 年度予算と同額を計上しました。 

（3）減価償却費 

平成 27 年度取得分までの減価償却額と、平成 28 年度以降の取得予定額に係る減価償却見込

額を計上しました。また、下水道関連布設替工事等により除却した資産と、除却する予定の資産に

ついても計上しました。 

 2.営業外費用 

（1）支払利息 

企業債利息については、平成28年度から平成30年度において熱塩浄水場の大規模更新工事

は企業債を充当して実施予定のため、企業債利息分を 5 年据え置き 15 年償還により利息等を算

出し計上しました。 

  （2）その他 

     平成29年度に計上している3,804千円は、不用品を整理するための経費として計上しました。こ

のため、平成 30 年度以降は計上しておりません。 

② 収支計画のうち投資についての説明 

目  標 

 ・ 未整備地区の解消 

 ・ 安定した水道水の供給 

 ・ 投資の平準化 

・ 岩月町入田付地区、塩川町四奈川地区の拡張工事 

・ 新工業団地への水道水の供給 

・ 老朽管の計画的な更新 

・ 熱塩浄水場の施設更新 
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③ 収支計画のうち財源についての説明 

目  標 

・ 経営の基本である水道料金の確保 

（水道普及率 90％を目標とする） 

・ 資金不足にならないための財政計画の策定 

・ 大規模工事については起債を充当し財源を確保 

・ 水道料金の確保と滞納の整理に努める 

・ 水道普及率の向上により財源を確保する

・ 国庫補助事業制度の有効活用 

・ 繰り出し基準に基づく一般会計出資金等の確保 

・ 起債を充当することにより財源調整を図る 

    ⑶ 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後の検討予定の取組の概要 

      ① 投資についての検討状況 

民間資金・ノウハウ等の活用 

（ P F I ・ D B O の 導 入 等 ）

水道施設等運転管理業務委託や水道料金等収納業務委託を実

施しているが、今後先進事例について調査研究します。 

施 設 ・設 備の廃止 ・統合  

( ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ) 

金川浄水場や山本ポンプ場を廃止しました。今後も、配水量等の

減少による施設の統合やスリム化について検討していきます。 

施 設 設備の長寿命化の  

投 資 の 平 準 化 

 施設・設備を計画的に更新するために、早期にアセットマネジメン

トを策定し投資の平準化を図ります。 

広 域 化 
平成 26 年度に５簡易水道と１専用水道を上水道事業に統合しま

したが、策定時点において記述事項はありません。 

そ の 他 の 取 組 策定時点において記述事項はありません。 

     ② 財源について検討状況 

料 金 策定時点において料金の改定は検討していません。 

企 業 債 
新たに大規模な工事が必要となった場合は企業債を充当し、他

の更新事業等については、財源の全てを留保資金とします。 

繰 入 金 策定時において繰出基準に基づき算定し計上しております。 

資産の有効活用等(※3)による  

収 入 増 加 の 取 組  
遊休資産の有効活用について調査研究します。 

そ の 他 の 取 組 策定時点において記述事項はありません。 

 （※3）遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など 
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③ 投資以外の経費についての検討状況等 

委 託 料 
水道施設等運転管理業務委託や水道料金等収納業務委託を実

施しているが、今後先進事例について調査研究します。 

修 繕 費 
早期にアセットマネジメントを策定し更新工事を計画的に進め、修

繕費を縮減していきます。 

動 力 費 

現在施工中の熱塩浄水場受変電動力設備更新工事において、

省エネルギーに対応した機器の導入により動力費の節減が期待で

きます。 

職 員 給 与 費 策定時点において記述事項はありません。 

そ の 他 の 取 組 防災安全対策計画の策定をしていきます。 

５ 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

経 営 戦略の事後検証 、  

更 新 等 に関 す る 事 項  

経営戦略に基づき、水道事業が計画的に実施されているか、そ

の都度確認し、期間中に大幅な変更があった場合は、経営戦略の

見直しを行います。 
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